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要約

　現実社会には大小様々な組織があり，これらの組織は色んな場面で意思決定を行っている。

学校も意思決定を行っている組織の一つであり、学校のよりよい意思決定法の模索が本稿の目

的である。琉球大学の教職大学院生が実際に体験した上手くいった（ブライト・スポット）組

織的意思決定を事例としてあげ，そこからよりよい意思決定へのアプローチを試みた。ブライ

ト・スポットの共通点として，「公正さ（公正感）」，「聴くこと」を見出すことができた。これ

らの共通点が存在することにより，組織構成員から同意を得，決定事項のきちんとした遂行に

つながっている。また，立場が上の者の「開かれた心」が「公正感」を生むと考えられる。本

稿での事例は少なく，今後さらなる事例の蓄積と教育現場での知見活用の試みが待たれる。
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１．はじめに

　現実世界には大小様々な組織が存在し，榊原

（2011）は「組織は一人だけではできない課題を

実現するための道具であり，組織を通じて広義の

生産性を高めるために，ムダとムリを避け，でき

るだけムラを抑えることが重要である」として

いる。組織はムラを抑えた活動を展開するために

意思決定を行っており，意思決定に関する研究報

告は多くなされている。これらの報告では特に医

療や企業での意思決定が多いように思われる。医

療は人の生命や健康，企業は経済や家庭収入と直

接結びついており，人間生活にとっては非常に重

要なものとなることが研究報告の多い理由と考え

る。

　医療現場は限られた空間，特定の人々の意思決

定なのでここでは検討しないが，企業の意思決定

の報告を見てみる。小本（2015）は企業の意思

決定は最終的には経営者や経営陣が行うとし，意

思決定モデルの一つとして合理的モデルをあげ，

そこでは①問題の特定，②複数の活動計画案の提

示，③活動計画の選択のプロセスを述べている。

常に競争に晒されている企業は合理的な視点で意

思決定を行なっていることが理解できる。選択肢

を検討する段階では，企業は要求水準を持ってお

り，その水準を満たす選択肢を選ぶと澤田（2015）

は述べており，競争を乗り越えるための水準とそ

の水準に照らし合わせた意思決定を企業は推し進

めている。さらに，この意思決定にも合目的性が

あり，スピードが重視されていると栗田（2012）

は述べている。これらの論から，企業は競争の中

で生き残るために，ムラを抑えるような意思決定

の方法を行っているように思われる。

　組織の一つに学校があり，学校は企業と異なり

経済活動を行わず，人材育成を担っている。榊原
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（2011）は , 学校では経営上の現象として教育活

動が表れ，その組織は資源が不安定で人的資源で

はムラがあり不確実と説明している。このような

学校でも，多くの意思決定を行う場があり，学年

会，専門委員会，教科会，部顧問会などがあげら

れる。学校にはムラと不確実が存在するため，意

思決定が円滑になされていない報告もある。高校

入試向けての校内推薦方法を会議で決めたにもか

かわらず，ある教諭が個人の価値観で周りとの確

認も行わず，その教諭だけ周りと異なった指導を

行い，決定内容を教員集団が実行できなかった報

告もある（道田　ほか，2017）。そこでは，生徒

からの不満が生じていた。また，意思決定のメン

バーの校務分掌１）に偏りがあったため，会議で

の決定内容を遂行する場面において，会議で予想

できなかった問題が発生し，改めて問題対応への

緊急の話し合いをもったという報告もある（比嘉　

ほか，2020）。

　上記の学校現場での上手くいかなかった意思決

定の事例は，琉球大学大学院教育学研究科高度教

職実践専攻（以下　教職大学院）の教員と院生に

よる報告である。教職大学院の科目に「組織的意

思決定マネジメント」があり，これまで『決断の

本質』（ロベルト，2006）をテキストとして，学

校での意思決定のよりよい方法やプロセスについ

て検討してきた。この科目では，受講生と大学教

員の協同で学校における意思決定の事例検討を行

なってきた。ここでの 10 事例の内，９つは先の

ような意思決定が上手くいかなかった事例であっ

た（比嘉　ほか，2018；比嘉　ほか，2020；道

田　ほか，2017）。これらの事例から，意思決定

が上手くいくポイントとして「質問を行う」「小

さな成功」２）「公正な意思決定プロセス」があがっ

た（比嘉　ほか，2018；比嘉　ほか，2020；道

田　ほか，2017）。意思決定が上手くいくための

ポイントを逆の事例，意思決定が上手くいった事

例からのアプローチも可能と考える。

　ハース・ハース（2016：43,57）は人の意思

決定や行動選択において，身内のお手本となる成

功例を探すことを成功のポイントの一つとし , こ

のお手本をプライト・スポットと呼んでおり，こ

のブライト・スポットを「発掘すべき金」と表現

している。ハース・ハース（2016：68-69）に

よると問題解決の場面で，人は問題へ注目する傾

向があり，問題の分析等により問題解決に時間が

かかるとしている。問題からの解決法の検討では

なく，「うまくいっている部分」を検討すること

により，問題解決の方向性が見出され，それが問

題解決の近道を生むとしている（ハース・ハース，

2016：64-70）。ブライト・スポットを参考に行

動計画を立てることは，行動の道筋を照らすこと

が可能になるとハース・ハース（2016：58,70）

は述べている。そこで，本稿では教職員の意思決

定場面で，よりよい意思決定がなされるためにブ

ライト・スポットの事例をあげる。

２．方法

　研究の方法は，教職大学院の科目「組織的意思

決定マネジメント」において，受講生（現職院生）

が，過去に体験した意思決定の成功事例をレポー

トしてまとめ，紹介した。これらの事例がなぜ成

功したのかを受講生と教職大学院教員とで検討

し，その結果を次節以下の事例として述べる。ま

た検討の際には，検討のポイントや理論の拠り所

としてロベルトの『決断の本質』（2006）を参考

にした。

　本稿では，学校外での教員による意思決定場面

も事例として扱った。また，事例の学校や団体，

個人が特定できないように学校名，団体名は明記

せず，個人名はアルファベットを割り当てた。

３．事例１

⑴　報告書作成に向けての意思決定

　Ａ教諭は，初任者のＢ教諭の課題研究報告書作

成にかかる添削指導を行っていた。Ａ教諭は報告

書作成にあたり，まず，報告書の各項目で書くべ

き内容についてＢ教諭と確認した。そして，Ａ教

諭はＢ教諭の報告書原稿に対し誤字・脱字をはじ

め，主語と述語の対応や児童の反応の様子等が分

かりにくい文章を細かくチェックし，修正を加え

て返却した。返却の際には分かりにくかった点を

伝え，修正の方向性について説明した。Ａ教諭は

分からないことがあれば質問するようＢ教諭には

伝えてはいたが，Ｂ教諭から特に質問は出なかっ

た。しかし，Ｂ教諭は同僚との会話で「Ａ教諭の

添削指導は，毎回赤字がたくさん入ってくるので

厳しい」と愚痴をこぼしていた。さらに，「Ａ教

諭は修正もしてくれるのは助かるが，自分の文章

−186−



比嘉俊ほか：学校現場における組織的意思決定「ブライ・トスポット」の一考察

ではない気がする」「誰の課題研究か分からない。」

とも漏らしていた。

　別の年，Ｃ教諭も初任者Ｄ教諭に対し，課題研

究報告書作成の指導を行なった。Ｃ教諭もＡ教諭

と同様たくさん赤字を入れて添削指導をしていた

が，Ｄ教諭から愚痴がでることはなく，Ｄ教諭

はむしろ達成感を感じていた。Ｃ教諭の添削は分

かりにくい文章や言葉にチェックがつけられてお

り，原稿返却の際，表１のような質問でＤ教諭の

伝えたかった内容を確認した上で，自分の言葉に

よる修正をＤ教諭に求めていた。その結果，Ｄ教

諭は直すのに時間はかかったが自分の力で直せた

ことから達成感を感じていた。

⑵　公正と尊重

　先述した両事例はいずれも初任者研修の課題研

究報告書作成のための意思決定場面と捉える。両

者において，課題研究報告書作成にかかる修正箇

所が多いという点は共通していた。しかしその指

導を受け，文章を修正していく意思決定において

２人の初任者の受け止め方には次のような違いが

あった。Ｂ教諭は「厳しい」，「自分の文章ではな

い」，「誰の課題研究か分からない」という愚痴に

つながった。他方，Ｄ教諭は修正にかかる時間的

な苦労はあったが，達成感を感じていた。この両

者の受け止め方の違いは何に起因していたのだろ

うか。ここではよりよい意思決定というロベル

ト (2006) の視点から，Ａ教諭の指導については

何が足りなかったのか，Ｃ教諭の指導では何が良

かったのかを考察し，そこからよりよい意思決定

に向けて何が必要か考える。Ｃ教諭の良かった点

を先に述べ，それと比較してＡ教諭に何が足りな

かったのか述べる。

　ロベルト (2006：229-245) はある意思決定場

面において多くの人がその決定に納得して実行で

きるようにするためには，プロセスの公正さが大

事であると述べている。ロベルト (2006：229-

245) の言うプロセスの公正さとは，自分の意見

が尊重されているかという認識と考える。またロ

ベルト (2006：236) は「他人の意見を尊重して

いることをはっきりと態度で示すことが公正感を

高める」と述べ，その具体的なテクニックとして

①不明な点を質問する，②詳しい説明を求める，

③相手の理解度を計る，④各人の発言を要約しそ

の要約が正確かどうかを確認する」などを挙げて

いる。Ｃ教諭の質問には，ロベルト (2006) の意

見を尊重するテクニックの要素が含まれている。

ロベルト (2006) の意見を尊重するテクニックと

Ｃ教諭の質問を対応させると表２のようになる。

Ｃ教諭は質問により，Ｄ教諭に修正方向を自分で

考えさせ，自分の言葉で報告書を作成させた。こ

のようなプロセスでは，Ｄ教諭は自分の意見が尊

重されていると感じ，意思決定プロセスの公正感

が高まり，自分で納得して修正することができた

のではないかと考える。Ｃ教諭はＤ教諭に意思決

定のプロセスの公正感と尊重されている感情を与

えていた。

　一方のＡ教諭の指導は分かりにくい文章を指摘

し，修正の方向性を指示していた。Ｂ教諭側から

すると，自分書いた文章が分かりにくい点を伝え

られ，Ａ教諭の言葉で修正されていたので，修正

の方向性としては自分の考えが尊重されていない

と感じたかもしれない。Ａ教諭とＢ教諭との間で

の報告書修正の意思決定において，Ｂ教諭は修

表１　Ｃ教諭のＤ教諭に対する質問
１　この文で伝えたいことは何か？

２　その言葉はどういう意味で使っているのか？

３　この文ではこういうことが言いたいのか？

４　児童はなぜそのように変わったのか？

５　なぜそう考えたのか？

表３　意思決定のプロセスを公正だと感じる例

出典：『決断の本質』（ロベルト，2006）

１　自分の意見を述べ，またほかのチームメンバー

の意見に同意しない理由を話し合う機会が十分に

与えられている場合

２　リーダーが意思決定をする前に自分の意見を注

意深く聞き，それを慎重かつ真剣に検討してくれ

たと思う場合

表２　意見を尊重するテクニックとＣ教諭の質問

意見を尊重するテクニック Ｃ教諭の質問

①　不明な点を質問する

１　この文で伝えたいこ

とは何か？

２　その言葉はどういう

意味で使っているの

か？

④　各人の発言を要約し

それが正いかどうか確

認する

３　この文ではこういう

ことが言いたいのか？

②　詳しい説明を求める

４　児童はなぜそのよう

に変わったのか？

５　な ぜ そ う 考 え た の

か？
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正していく上では十分納得できていなかったと思

われる。さらに，「その修正案を採用しないとＡ

教諭に悪い気がする」，「誰の課題研究か分からな

い」というＢ教諭の言葉から，Ｂ教諭はＡ教諭に

気を遣って自分の意見を十分言えていなかったこ

とも窺える。これに関連して，ロベルト (2006：

235) は，人が意思決定プロセスを公正だと感じ

る場合の具体例を５点挙げており，これらから２

点抜粋すると表３のようになる。この事例では，

表３の２点を満たす関わりが不十分であったので

はないかと考える。Ｂ教諭に自分の意見を十分に

言う機会が与えられていなかったのではないか

（表３の１）。Ａ教諭からＢ教諭への修正の方向性

の説明において，Ａ教諭からの指示が多かったた

め，Ｂ教諭は自分の原稿を慎重かつ真剣に検討し

てもらえなかったと受け取ったかもしれない（表

３の２）。これらのことからＡ教諭の関わりは意

思決定のプロセスの公正さを欠き，「厳しい」，「自

分の文章ではない」等のＢ教諭の発言につながっ

たのではないかと考える。

　以上のことを踏まえ，意思決定場面で意思決定

メンバーが納得して参加できるポイントとして次

の２点をあげる。第一に，相手の考えを尊重しつ

つ分かりにくい点について触れる。そのために，

①質問を通して不明な点を質問する，②相手の伝

えたいことを要約しその解釈でよいのか確認する

（表２　質問の３）などの２つの方法が考えられ

る。これについては，後者の方がより効果的に相

手のことを尊重していることをはっきり示すこと

ができると考える。表２のＣ教諭質問の１，２，４，

５のような質問に対しては，「厳しい」という受

け取り方をする人がいると考えられるので，Ｃ教

諭の質問３は有効である。第二に，他者の意見に

修正を加えそれを提案する場合には，相手から質

問を求めたり自分の判断だけで補足説明を加えた

りするだけでなく，相手がそれを理解したか確認

するような働きかけをした上で十分相手の意見を

聴く機会を保障する必要があるのではないかと考

える。

４．事例２

⑴　協議会の運営

　子どもたちの健全な育成や教師の授業力向上等

を目的に，全国規模の団体から，地域や校種に

よって組織される団体に至るまで学校外にも教育

に関連する団体が多く存在する。それらの運営は

教員によって担われているケースも多々ある。民

間の教科教育研究会などの運営がそれにあたる。

そのような組織のある協議会は，沖縄県全体を統

括する事務局を最上位に置き，小中の各支部，高

校支部がその下部組織としてそれぞれ設置されて

いた。下部組織の一つである高校支部の事務局は，

県立高校と特別支援学校約 80 校を取りまとめる

役割を担っていた。しかし，その役割を担う上で

必要な運営予算は逼迫していた。数年前から収入・

支出の両面での検討の必然性は予想できたはずだ

が，抜本的な見直しはなされないまま，前年度踏

襲の運営が続けられていた。この協議会の評議員

は輪番制で毎年，一部が入れ替わり，評議員となっ

ても教員としての通常業務（学校業務）の減免措

置は一切図られないため，引継ぎで精一杯になり，

運営の見直しは行われなかった。この協議会の収

入は協議会が発行しているノートの販売による利

益分であった。この利益もノートの注文数が年々

減少している影響を受け，収入は数万円台となり，

運営を支える十分な収入とはなっていなかった。

　このような状況の中，高校支部の会長にＥ会長

が就任した。Ｅ会長不在の中で，ノート発刊まで

の案を協議会の評議員で検討した。ノート発行の

担当の提案に評議員からも異論は出ないまま，提

案が通った。しかし会議後，Ｅ会長はノートの発

行の際に行う印刷の見積もりを複数の業者から採

るよう評議員に依頼した。これまで，協議会全体

の事務局発行は毎年，同じ印刷業者に恒例で委

託しており，評議員達にとっては想定外の業務と

なった。前年度踏襲になりがちな協議会運営に，

Ｅ会長は新しい風を吹き込んだのである。同時に，

印刷業者の見直しは協議会のこれまで固定化され

ていた業者選定に大きな変更をもたらした。印刷

業者の変更は協議会の高校支部だけではなく，協

議会全支部に影響を及ぼす可能性があることをＥ

会長は懸念していた。そこで，「高校支部のみ印

刷業者を変更することはそもそも可能か」，「高校

支部のみ印刷業者を変更することで，他支部に影

響を与えることはないか」，Ｅ会長は支部の上位

組織である県事務局に質問をし，懸念の払拭に努

めた。さらに，Ｅ会長は他にも懸念すべきことは

ないか，協議会の運営に長年関わる副会長からの
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意見も積極的に取り入れるため，ノート発刊に関

する臨時評議員会を開催した。Ｅ会長は会長職に

就いたばかりで分からないことが多いため，教え

て欲しいという柔和で謙虚な態度で多くの評議員

の意見も尊重する姿勢であった。Ｅ会長のこのよ

うな姿勢は臨時評議員会での率直な意見につなが

り，印刷業者の変更が組織的に決定された。

　ノート発刊での収益の目途はついたが，印刷業

者を変更したため評議員の業務は増えた。前年度

まで印刷を依頼していた業者が今までのデータの

権利は会社側にあると主張したため，評議員達は

100 ページを超えるノートの原稿作成を一から

始めることになった。また，データの権利の問題

は，契約書の作成という新たな業務も生み出した。

さらに，一からノートを作り直すことは，掲載内

容を見直し，変更するため，評議員メンバーの業

務内容が増えた。ノート発刊の方向転換及び業務

増加にもかかわらず，ノートの完成にこぎつけた

のは，評議員が決定事項に自ら賛同していたから

であろう。そのせいもあって，どの場面において

も，Ｅ会長に対する不満や反対意見は出なかった。

　Ｅ会長は業者変更までの過程の中で生じたあら

ゆるやりとりを，評議員とメールで共有化を図っ

ていた。それは全員に関わる案件であるという

メッセージを発信し，ノート発刊の変革のイメー

ジを和らげることにもつながった。このようにし

て，Ｅ会長は協議会の高校支部に変化と過去最高

の収入をもたらした。

⑵　どのようにして慣例を変えるか

　「意思決定に関する前提を当然視することが，

必ずしも機能不全を意味するわけではない」と前

置きしながらも，「そうした行動が時間の経過と

共に組織文化の中に深く浸透することで，問題に

発展する恐れがある」ことをロベルト（2006：

129）は指摘している。また，「こうした行動が

当然視されるために，人は『なぜ自分がそのよう

に行動するのか』を疑問に感じなくなる。そして，

いつの間にか組織における伝統的な慣行に従うよ

うになる」（ロベルト，2006：129）と言及して

いる通り，慣行となっていることに対して疑問を

もち，改めて見直してみることは難しいであろう。

特に伝統を重んじる教員文化において変化を促す

ことは，事の大小を問わず，困難を伴うことが少

なくない。本事例において，Ｅ会長は組織におけ

る慣行を抜本的に見直し，組織運営に変化をもた

らした。しかも，その変化を穏やかに，かつ確実

にもたらした点において，組織的意思決定におけ

るプロセスには見習うべき点が多い。

　ロベルト（2006：130）は「『単なる受動的な

リーダーシップ』では組織内の率直な対話と議論

の大きな壁になるだけである」と述べており，リー

ダーは「積極的に反対意見を捜し求めなければな

らない」と指摘している。リーダーとしてＥ会長

は組織の内外を問わず，「相談」や「確認」，「質

問」を通して業者変更に関わる反対意見を確認し

つつ，自らの死角を補いながら，最終的には多方

面からの同意を得ることができた。ここに，Ｅ会

長のリーダーシップが伺える。

　また，ロベルト（2006：235）は，人がどの

ようなときに意思決定プロセスを公正だと感じる

かについても言及しており，「自分の意見を述べ，

また他のチームメンバーの意見に同意しない理由

を話し合う機会が十分に与えられている」場合や，

「意思決定プロセスが透明だった（つまり，検討

が比較的オープンに，水面下の工作もなく行われ

た）と感じる」場合において，人は公正さを感じ

るという。Ｅ会長は急激な変化に対する協議会評

議員の不安を取り除くため，公正さという点にお

いても心を配り，決定に至るまでの過程において，

評議員との積極的な情報の共有化を図った。この

情報の共有化が評議員にプロセスの公正感をもた

らしたと思われる。「人は意思決定の『結果』だ

けに関心があるのではない。『プロセス』も大事

だと思っている」とロベルト（2006，p231）が

指摘しているように，不安や不満を生じさせない

組織的意思決定のプロセスとして，透明性は意識

しなければならない観点である。

５．事例３

⑴　喫煙指導における取り組み

　ある県立高等学校では，生徒の喫煙者が多く，

毎日のように学校外で喫煙する生徒が職員に発見

され，指導が行われていた。休み時間や放課後，

生徒は学校外で喫煙をするので，学校には近隣住

民から苦情の電話や学校への怒鳴り込みが幾度も

あった。職員は少しでもその状況を回避しようと

授業中や休み時間，放課後に二人組の当番制を組

み，近隣を清掃しながら見回った。しかし，この
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状況は一向に良くならず，近隣のアパートの階段

隅や駐車場，公園などで喫煙が行われていた。そ

こで，職員会議で，新たに職員が輪番で門番を行

うことが校長から提案された。多くの業務を抱え

ており，これ以上仕事が増えると苦しくなると大

半の職員は校長の提案に反対した。すると，校長

は怒り出し，反対意見を発言した職員に怒鳴った。

喫煙指導への解決策も出ないまま職員会議は終了

した。

　後日，生徒指導に関する問題行動を起こした生

徒を指導期間中に面談を行ってほしいと生徒指導

部から教育相談部へ要望があり，教育相談担当Ｆ

教諭は問題行動を起こした，生徒一人ひとりと面

談を行った。その中で，喫煙指導対象者の生徒か

ら「煙草を止めたいが，止めることができずに悩

んでいる」という相談があった。Ｆ教諭と学校ス

クールカウンセラーが協議した結果，学習ボラン

ティアで来校している臨床心理専攻の大学院生に

禁煙指導をお願いしてはどうかと二人での結論が

でた。この結論を受け，Ｆ教諭は教育相談部の立

場から職員会議へ以下のことを提案した。

　・３か月間，週に一回，授業中に大学院生が視

聴覚教室で禁煙指導を行う

　・喫煙指導を受けている時間，生徒は授業を出

席扱いとする

　・F 教諭も禁煙指導に同席する

Ｆ教諭は職員からは賛成意見が多く出ると思った

が，ある教諭から「授業中ではなく，放課後を利

用して禁煙指導を行った方がいいのでは」という

意見が出た。すると，「授業を受けたくないとい

う理由で，禁煙指導に参加する生徒がいるのでは

ないか」という反対意見が相次いで出た。しかし，

ベテラン 50 代Ｇ教諭より「３か月間，提案通り

やってみてはどうか。禁煙指導に参加した生徒は

教科担当より課題をもらい，後日課題を提出した

ら授業の出席扱いを認めるという条件を出して実

施してみては」という意見が出た。Ｇ教諭の発言

の後，職員は提案通りの意見へと傾き，「３か月

後に生徒がどう変化したかをＦ教諭が報告する」

という条件で提案通りの禁煙指導を行うことを決

定事項とした。

　実際に，禁煙指導希望者の募集を生徒へかける

と，５名の生徒が禁煙指導を希望し，３か月間実

施した。禁煙指導に参加した生徒は３か月間で完

全なる禁煙にまでは至らなかったが，「身体のこ

とを考えて，煙草を吸う本数が減った」「煙草代

金を考えお金の大切さを知った」という意見が生

徒から出た。生徒の変化は喫煙に関する考えのみ

でなく，授業を受ける態度が良くなり成績が向上

し，将来に向かって考える姿勢も見られた。禁煙

指導の結果を職員会議で報告すると，管理者，職

員より禁煙指導を継続してほしいという意見が多

く出，禁煙指導は継続された。これまでと違った

方法で禁煙指導を実施することにより，生徒が学

校外へ出て喫煙することは徐々に減り，２年後に

は地域住民からの苦情や怒鳴り込みも減少した。

⑵　提案者やリーダーの振る舞い

　ロベルト（2006：185）は，議論において意

見の対立を取り扱う場合，討論に新しい枠組みを

与える効果的な質問を考え，「なぜ？なぜだめな

のか？」「もし〜だったらどうなるか？」「もしあ

なただったらどうするか？」「どうすればもっと

良くなるか？」といった相手の考え方をきちんと

理解しようする個人的な形で質問をすべきである

と示している。また，白熱した議論に立ち往生し

た人は質問することを忘れ，断定的な指摘をする

ことが多いとも述べている。喫煙指導を話し合う

最初の職員会議で，校長が職員の意見を聞き入れ，

効果的な質問を行っていたならば，より良い生徒

指導方法が導き出せたかもしれない。しかし，校

長は反対意見を出した職員に対して怒鳴った。そ

れがこの会議の失敗の原因である。

　Ｆ教諭が禁煙指導に関しての指導方法を提案し

た時，提案者であるＣ教諭は職員会議で多様な意

見を聞くために，自分の主張の回数を多くとらな

かった。ロベルト（2006：90）は「すべての参

加者が適切な情報と専門知識を共有している場合

には，リーダーはあまり介入しないほうがよいだ

ろう」と述べている。提案者であるＦ教諭が会議

に積極的に発言しなかったことにより，職員は不

快感を持たず，反対意見や賛成意見が出たと思わ

れる。

　また，喫煙指導を決定する会議がうまくいった

のはＦ教諭のみに起因するのではない。ベテラン

Ｇ教諭の存在もあった。Ｇ教諭は平素より職員と

協力し，円滑に仕事を進め，職員からの信頼のあ

るミドルリーダーであった。ロベルト（2006：

290）は，「タイミングよく討議を締めくくり，
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その決定に人々の支持とコミットメントを得よう

とすれば，最終的に必要なのはリーダーに対する

信頼である」と述べている。ミドルリーダーであ

るＧ教諭が，Ｆ教諭の提案に賛成することにより，

職員も賛成の方向に流れていった。信頼あるリー

ダーにより集団の決定事項も変わるということで

ある。この事例ではリーダーＧ教諭と協働で仕事

を進めてきたＦ教諭の日々の取り組みが，Ｇ教諭

の賛成意見を引き出したと考える。提案する側と

リーダーの信頼関係の構築も意思決定のポイント

となりそうだ。

６．結語

　本稿では，教職員の意思決定場面で，よりよい

意思決定がなされるためにブライト・スポットの

事例をあげた。３つの事例はそれぞれ，類似した

場面で意思決定を行う際の参考になるであろう。

しかしそれだけでなく，少数事例ではあるが，そ

こには共通した部分が含まれている。それについ

て考察を行うことで，これらとは類似した場面

ではない場面においても，ここに見られる意思決

定の考え方が援用できる可能性が広がると思われ

る。よって以下で，そのような観点での考察を試

みる。

　複数の事例に共通して言及されていることの一

つ目は，公正さ（公正感）である。事例１では，

文章を修正するにあたって，どう修正するかを指

示するのではなく，「質問」することで修正方向

を自分で考えさせていた。これが，自分の意見が

尊重されているという感じに繋がり，納得のいく

修正になったのではないかと考察されている。ま

たこれは，ロベルト (2006) の論考でいうと，十

分な話し合う機会，意見の傾聴と慎重かつ真剣な

検討 ( 表３）にあたる，とも考察されている。逆

にいうなら，意見が言えない，慎重かつ真剣に検

討してもらえていない時に，公正感，納得感のな

い意思決定になるということである。事例２では，

積極的な情報の共有化といったプロセスの透明性

があったことで，多方面から同意が得られる意思

決定になったことが考察されている。

　この点とも関わることであるが，複数事例に共

通していることの二つ目は，「聴くこと」である。

事例 1 では，表 2 にあるようにＣ教諭は，質問

や確認をすることで，指導対象であったＤ教諭の

考えを確認したり，引き出したりしていた。それ

が納得や達成感につながっている。事例 2 でＥ

会長は，上位組織である県事務局への質問，臨時

評議員会を開催することで副会長や評議員からの

意見収集をすることで，率直な意見を得ている。

事例３で教育相談担当Ｆ教諭は，問題行動を起こ

した生徒一人ひとりと面談を行うことで，喫煙指

導対象生徒の状況（喫煙が止められない）という

事実を引き出し，その後の指導とその成功につな

がっている。

　組織における意思決定は時として，一部の利害

関係者を抜きにして，それ以外の一部の人間で物

事を決めてしまうことがある。事例１でいうと，

報告書を書く人（指導される人），事例２でいうと，

結果的に業務の増える評議員，事例３でいうと，

指導対象となる生徒である。特に学校という場所

は，児童生徒に対して，どのように指導するかを

考える意思決定の連続といっても差し支えないで

あろう。もちろん問題行動などが起きた場合，対

象となる児童生徒の意見は聞くであろう。しかし

そのときに，「教えて欲しいという柔和で謙虚な

態度」（事例２）で聞くことがあるだろうか。対

象者の思い（事例１）や悩み（事例３）まで共有

できるような聴き方ができているであろうか。そ

れは指導側が，「開かれた心」という批判的思考

態度（道田 , 2012 など）をもって接するという

ことである。それがあることで，公正感も生まれ

るのであろう。

　ここで述べたことは，あくまでも 3 つの成功

事例（ブライト・スポット）の共通点から考えた

ことである。学校現場における意思決定において

重要な点は他にもあるであろう。たとえば事例 3

にあるＧ教諭の「試しにやってみてはどうか」と

いう姿勢であったり，集団での意思決定場面にお

いてそのような意見が出ること（あるいは，その

ような意見を言う人がいること）であったりであ

る。これは学校現場においては，非常に重要なこ

とではないかと感じる。そのことを明らかにする

ためにも，今後，さらなる事例の蓄積，あるいは，

ここで得られた知見を積極的に学校現場に活用し

てみることが必要であろう。
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